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鳥
取
県
知
事
選
挙
及
び

鳥
取
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
お
知
ら
せ

部
落
解
放
智
頭
町
研
究
集
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
！

　

今
後
４
年
間
の
鳥
取
県
政
を
決

め
る
大
切
な
選
挙
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
一
票
が
明
日
の
鳥
取

県
を
つ
く
り
ま
す
。
よ
く
考
え
、

棄
権
し
な
い
よ
う
、
一
票
を
投
じ

ま
し
ょ
う
。

投
票
日
・
時
間

　

平
成
31
年
４
月
７
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
７
時
～
午
後
７
時

選
挙
の
で
き
る
人

　

満
18
歳
以
上
で
（
平
成
13
年
４

月
８
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）で
、

平
成
30
年
12
月
28
日
ま
で
に
智
頭

町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

引
続
き
町
内
に
居
住
し
て
い
る
人
。

投
票
場
所

　

自
宅
に
届
く
入
場
券
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票

　

仕
事
や
旅
行
、
病
気
な
ど
の
理

由
で
投
票
日
に
投
票
で
き
な
い
人

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

役
場
期
日
前
投
票
所

場
所　

智
頭
町
役
場

期
間　

４
月
６
日
（
土
）
ま
で

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

　

46
回
も
の
長
い
歴
史
を
数
え
る

部
落
解
放
智
頭
町
研
究
集
会
が
、

今
年
も
２
月
24
日
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

当
日
は
、「
部
落
差
別
解
消
推

進
法
の
意
義
と
、
こ
れ
か
ら
期
待

す
る
も
の
」
と
題
し
て
、
部
落
解

放
同
盟
兵
庫
県
連
合
会
書
記
長
の

橋
本
貴
美
男
さ
ん
に
ご
講
演
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

橋
本
さ
ん
は
、「
２
０
１
６
年

に
施
行
さ
れ
た
『
障
害
者
差
別
解

消
法
』、『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消

法
』、『
部
落
差
別
解
消
推
進
法
』

ほ
の
ぼ
の
期
日
前
投
票
所

場
所　

ほ
の
ぼ
の
内
そ
よ
風
通
り

期
間　

４
月
２
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

～
４
月
５
日（
金
）

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
１
時

を
説
明
で
き
ま
す
か
？
」
と
会
場

に
投
げ
か
け
ら
れ
た
後
、
差
別
解

消
３
法
を
分
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
の
差
別
事
象
や
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
具
体
例
か
ら
、
法
の

整
備
が
差
別
解
消
に
大
き
な
成
果

が
あ
る
こ
と
、
日
本
は
人
権
赤
字

国
で
国
連
か
ら
勧
告
を
受
け
て
い

る
こ
と
、
部
落
差
別
解
消
推
進
法

を
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
話
さ
れ

ま
し
た
。　

　

任
期
満
了
に
よ
る
智
頭
町
財

産
区
（
９
財
産
区
）
の
選
挙
期

日
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

告
示
の
日　

５
月
８
日
（
水
）

選
挙
期
日　

５
月
13
日
（
月
）

選
挙
す
る
議
員
数

　

智
頭
財
産
区　
　
　

10
人　

　

山
形
財
産
区　
　
　

12
人

　

那
岐
財
産
区　
　
　

11
人

　

土
師
財
産
区　
　
　

９
人

　

富
沢
財
産
区　
　
　

９
人

　

山
郷
財
産
区　
　
　

７
人

　

大
字
智
頭
財
産
区　

６
人

　

大
字
南
方
財
産
区　

６
人

　

大
字
市
瀬
財
産
区　

６
人

財
産
区
議
会

　
　

議
員
選
挙
期
日

選挙の

めいすいくん

講演する橋本貴美男さん

分散会の様子
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職
場
を
退
職
し
た
と
き
は
、
任

意
継
続
制
度
※
を
利
用
す
る
場
合

と
、
家
族
の
健
康
保
険
の
被
扶
養

者
に
な
る
場
合
を
除
き
、
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
へ
の
加
入
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、
14

日
以
内
に
保
健
セ
ン
タ
ー
福
祉
課

で
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
保
険
税

は
届
け
出
た
日
か
ら
で
は
な
く
、

退
職
月
（
退
職
日
が
月
末
の
場
合

は
翌
月
）
か
ら
計
算
さ
れ
ま
す
。

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保

険
税
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
請
求
さ
れ

ま
す
の
で
、
早
め
に
届
け
出
を
し

ま
し
ょ
う
。

※
任
意
継
続
制
度
に
つ
い
て
は
、

退
職
し
た
会
社
な
ど
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

　

就
職
等
で
他
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
と
き
は
、
国
保
脱
退

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
を
し
な
い
と
、
国
保

税
が
か
か
り
続
け
ま
す
。
ま

た
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
す

る
と
、
加
入
日
以
降
は
国
保
の

保
険
証
が
使
え
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入

国
民
健
康
保
険
の
脱
退

高
額
療
養
費
の
給
付

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

各
種
認
定
証
の
申
請

問合せ先　　保健センター福祉課　村上　☎７５－４１０１

届
け
出
に
必
要
な
も
の

　

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

（
扶
養
家
族
の
名
前
も
表
示
さ
れ

た
も
の
）、
印
か
ん
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の
、
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の

届
け
出
に
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
証
、
職
場
の

健
康
保
険
証
（
扶
養
家
族
が
い

る
場
合
は
そ
の
人
の
保
険
証
を

含
む
）、
印
か
ん
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の
、
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の

　

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高
額

に
な
っ
た
と
き
は
、
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
分
が
高
額
療
養
費

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
自
己
負

担
限
度
額
は
年
齢
や
所
得
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

下
記
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
、
世
帯
主
と
本
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
本
人
確
認
書
類
、

該
当
月
に
医
療
機
関
へ
支
払
っ
た

世
帯
全
員
の
領
収
証
、
通
帳

　

「
払
い
す
ぎ
た
医
療
費
（
又

は
保
険
税
）
を
還
付
す
る
」
な

ど
と
言
っ
て
、
役
場
か
ら
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
が
必
要
な
手
続
き
を

お
願
い
し
た
り
、
電
話
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
聞
い
た
り
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
不

審
な
電
話
が
あ
れ
ば
、
警
察
総

合
相
談
窓
口
「
＃
９
１
１
０
」、

又
は
最
寄
り
の
駐
在
所
、
智
頭

警
察
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

一
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払

い
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
等

を
提
示
す
れ
ば
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
へ

の
支
払
い
前
に
、
福
祉
課
に
交
付

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
交

付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

交
付
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
、
世
帯
主
と
本
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
本
人
確
認
書
類

国
保
の
加
入
・
脱
退
の
届
け
出
は
お
早
め
に
！

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
は
？

６月１日～

～５月 31 日

×
➡

広報た4下4月号.indd   4 2019/03/19   10:23:41


